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          ベーチェット病友の会 内規 

 

1 旅費に係る規定    （2024 年 12 月 22 日 運営委員会 決定） 

 以下の(1)から(3)の場合に、交通機関に支払った実費を支給する。なお、付き添い者

が必要な場合は、付き添い者の分も支給する。 

 旅費の請求については、実費額を事務局に伝える。（請求書様式例は末尾の「参考資

料１」に記載） 

 以下の(2)については、事前に会⾧の了承を得て出席し、終了後に会議等の概要を書面

（電子媒体を含む）または口頭で会⾧に報告する。報告の内容は、「会議名、日時、場

所、参集者、会議の内容、所感、今後の対応等」とする。（報告書様式例は末尾の「参

考資料２」に記載） 

 配布された資料は、後日、事務局に提出し、保管する。 

 

(1) 運営委員会への出席 

 

(2) 各種会議等への出席 

  ① ＪＰＡ関係 

     総会(年 1 回)、幹事会(年 2 回)、国会請願(年 1 回)等 

     支給対象者は、評議員、幹事とする。 
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  ② 研究班会議 

    支給対象者は、担当する支部⾧および運営委員、またはその代理者とする。それ以 

外の出席者には、予算の範囲内で支給する。 

 

  ③ この他、会⾧が必要と認めた会議等 

 

(3) 内部業務 

    事務局及び「わだち」に係る業務等 

 

 

２  個 人 情 報 の 取 り 扱 い に 係 る 規 定   

            （ 2025 年 1 2 月 2 1 日  運 営 委 員 会  改 正 ）  

 

 個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、 個 人 情 報 保 護 法 等 に 基 づ き 、 下 記 の と

お り 個 人 情 報 の 保 護 に 努 め る 。  

 

(1) 個 人 情 報 の 取 得  

    個 人 情 報 は 、 適 法 か つ 公 正 な 手 段 に よ っ て 取 得 す る 。  

 

(2) 個 人 情 報 の 利 用 等  

  運 営 委 員 会 関 係 者 は 、当 会 の 運 営 の た め に 運 営 委 員 会 の 場 な ど で 会 員 の  

個 人 情 報 を 知 る こ と が で き る が 、 そ の 個 人 情 報 を 他 の 者 に 漏 洩 し て は な ら  
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な い 。  

 

(3) 個 人 情 報 の 第 三 者 へ の 提 供 等  

       

    法 令 に 定 め る 場 合 を 除 き 、個 人 情 報 を 事 前 に 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く  

第 三 者 に 提 供 し な い 。 ※  

   

(4) 個 人 情 報 の 管 理  

  個 人 情 報 を 正 確 か つ 安 全 に 管 理 し 、 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 及 び 漏 え い 防 止  

な ど 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 講 じ る 。  

 

(5) 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 、 追 加 、 利 用 停 止 及 び 消 去 等  

    各 会 員 は 、 自 己 の 個 人 情 報 に つ い て 開 示 、 訂 正 、 追 加 、 利 用 停 止 及 び 消  

去 等 を 求 め る 権 利 を 有 し て お り 、 こ れ ら の 要 求 が あ る 場 合 は 速 や か に 対 応  

す る と と も に 、 本 人 か ら の 苦 情 や 相 談 に 対 し 適 正 に 対 応 す る 。  

 

  ＜ 参 考 ＞  

  ※  法 令 と は 、 個 人 情 報 保 護 法 第 １ ８ 条 の こ と 。 具 体 的 に は 、 人 命 、 身 体  

 ま た は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る が 、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難  

 で あ る と き な ど に 適 用 さ れ る 。  
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3 動 画 の 取 り 扱 い に 係 る 規 定   

            （ 2025 年 1 2 月 2 1 日  運 営 委 員 会  改 正 ）  

 

 本 会 の 目 的 に 資 す る た め 、 総 会 ・ 医 療 講 演 会 、 交 流 会 等 を 動 画 で 公 開 し 、

そ の 取 り 扱 い を 下 記 の と お り と す る 。  

 

(1) 動 画 の 公 開 期 間 及 び 公 開 範 囲  

    動 画 は YouTube サ イ ト へ 一 定 の 期 間 を 決 め て 公 開 し 、 会 員 及 び 関 係 者

の  み 視 聴 で き る 。 本 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 内 に あ る 資 料 室 か ら 視 聴 す る 。視 聴

に  必 要 な ユ ー ザ ー 名 と パ ス ワ ー ド は 、 入 会 時 等 に 事 務 局 か ら 通 知 す る 。  

 

(2) 動 画 に 含 ま れ る 肖 像 権 及 び 著 作 権 等  

    参 加 者 の 肖 像 権 を 尊 重 す る と と も に 個 人 情 報 を 保 護 す る た め に 、自 身 の  

容 姿 と 音 声 の 録 画 ・ 公 開 を 事 前 に 許 諾 し た 会 員 の み が 録 画 さ れ る 。 ※   

    ま た 、 録 画 後 に 肖 像 権 の 主 張 は で き な い 。  

    動 画 の 著 作 権 は 本 会 が 有 し 、 無 断 で 複 製 ､ 転 用 及 び 転 載 す る こ と を 禁 じ  

る 。  

  ＜ 参 考 ＞     

  ※  肖 像 権 と は 、 自 分 の 顔 、 容 姿 を 撮 影 さ れ た り 、 撮 影 さ れ た 写 真 、 動 画  

 を 無 断 で 公 開 、 利 用 さ れ た り し な い よ う 個 人 が 主 張 で き る 権 利 の こ と で  

 あ り 、 憲 法 １ ３ 条 の 「 す べ て の 国 民 は 個 人 と し て 尊 重 さ れ る 。 ・ ・ 」 と  

 い う 条 文 に 基 づ い て い る 。  
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4 機 関 誌 「 ニ ュ ー ス わ だ ち 」 の 取 り 扱 い に 係 る 規 定   

            （ 2025 年 1 2 月 2 1 日  運 営 委 員 会  決 定 ）  

 

 本 会 の 目 的 に 資 す る た め 、 機 関 誌 「 ニ ュ － ス わ だ ち 」 を 発 行 す る 。 そ の 取

り 扱 い を 下 記 の と お り と す る 。  

 

(1) 編 集 及 び 発 行 回 数  

  「 わ だ ち 」は 数 名 の 編 集 員 に よ る 検 討 を 踏 ま え て 、年 ３ 回 程 度 発 行 す る 。 

                  

(2) 配 布 先 等  

  「 わ だ ち 」 の 配 布 先 は 、 会 員 、 賛 助 会 員 、 顧 問 等 と す る 。 ま た 、 本 会 の  

活 動 を 周 知 す る 一 手 段 と し て 、 医 療 施 設 ､行 政 機 関 ､患 者 団 体 へ の 贈 呈 と 、  

当 該 機 関 ･団 体 の 待 合 室 等 で の 閲 覧 を 可 能 と す る 。  

   

(3) 著 作 権  

    寄 稿 者 が 有 す る 著 作 権 及 び 本 会 が 有 す る 編 集 著 作 権 を 保 護 す る た め に 、 

｢わ だ ち 」 の 誌 面 に 「 無 断 転 載 、 複 製 、 複 写 を 禁 ず る 」 旨 を 明 記 す る 。 ※ １  

   ま た 、 本 会 が 音 声 で 発 行 す る 「 わ だ ち 」 に つ い て も 、 「 無 断 複 製 、 複 写  

を 禁 ず る 」 旨 を 明 記 ま た は 通 知 す る 。 ※ ２  

 

(4) 著 作 者 （ 寄 稿 者 ） 名 の 表 記  

   寄 稿 者 は 匿 名 、筆 名 及 び 変 名 を 用 い る こ と が で き る 。寄 稿 者 が 実 名 の 表  

記 を 希 望 し な い 場 合 は 、 寄 稿 時 に そ の 旨 を 編 集 員 に 伝 え る 。  
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(5) 既 往 号 の 閲 覧  

  直 近 の 既 往 号 は 、本 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 内 に あ る 資 料 室 で 閲 覧 す る こ と が  

で き る 。 閲 覧 は 会 員 に 限 定 す る も の と し 、 必 要 な ユ ー ザ ー 名 と パ ス ワ ー ド  

は 、 入 会 時 等 に 事 務 局 か ら 通 知 さ れ る 。  

 

  ＜ 参 考 ＞  

  ※ １  著 作 権 は 著 作 者 （ 寄 稿 者 ） が 有 す る （ 著 作 権 法 第 １ ７ 、 １ ８ 条 ） 。 

  一 方 、 編 集 物 （ わ だ ち ） に つ い て は 、 本 会 が 編 集 著 作 権 （ 編 集 物 で そ  

  の 素 材 の 選 択 ま た は 配 列 に よ っ て 創 作 性 を 有 す る も の を 著 作 物 と し て  

  保 護 す る 権 利 ） を 有 す る 。 著 作 権 と 編 集 著 作 権 は 、 そ れ ぞ れ が 独 立 し  

  た 権 利 。  

 

  ※ ２  公 表 さ れ た 著 作 物 は 、他 者 が 、視 覚 障 害 者 の た め に 点 字 や 音 声 に 翻  

  訳 複 製 す る こ と は 法 律 で 認 め ら れ て い る 。 た だ し 、 著 作 権 者 が 既 に 点  

  字 ま た は 音 声 で 発 行 さ れ て い る も の は 、 複 製 で き な い こ と に な っ て い  

  る （ 著 作 権 法 第 ３ ７ 条 ） 。  
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「参考資料１」 

             会議等に係る旅費請求書（様式例） 

 

会⾧  

 

                                                         年   月   日 

                                              支部名      氏名 

 

         年  月  日に開催された     の出席に係る旅費として 

 

             ￥     －  を請求します。 

 

     内訳は以下のとおりです。 

 

   (例)  JR 岡山駅～JR 東京駅 新幹線乗車券・特急(往復) 料金として       円 

地下鉄線 東京駅～渋谷 往復料金として      円 

 

 

「参考資料２」 

            会議等出席報告書  （様式例） 

 

                                               報 告 日     年   月  日 

１ 会議等名：  
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２ 報 告 者  「          」 

 

３ 開催日時        年   月  日   時から  時まで 

 

４ 開催場所  「          」 

 

５ 参集範囲または参集者名  例）「○、○、○・・・・         」 

 

６ 会議等の概要   「                       」 

 

７ 今後の対応等（任意）   「                   」 

 

８ 所 感   「                          」 

 

９ 当日の配布資料等の目録  （資料等は後日、旅費請求書と併せて事務局に届ける） 

 ① 

 ② 

 ③ 


